
 

和歌山工業高等専門学校学術交流協定校への留学に関する取扱要項 

 

制  定 平成２６年６月２５日 

最近改正 令和３年３月１日 

 

（趣旨） 

第１条 本校の学生で、和歌山工業高等専門学校学則第２９条の２第５項の規定に基づき、

和歌山工業高等専門学校（以下「本校」という。）と学術交流協定を締結している外国の

大学等（以下「交流協定校」という。）への留学に関し必要な事項を定める。 

（交流協定校との協議） 

第２条 学生の留学は、交流協定校との協議に基づき行うものとする。 

２ 前項の協議は、次に掲げる事項について、あらかじめ学科主任の発議を受け、教務委員

会の議を経て、校長が行うものとする。 

一 留学先の所属学科 

二 履修できる授業科目の範囲 

三 履修期間 

四 指導教員の情報 

五 その他必要な事項 

（留学許可申請手続き） 

第３条 本校での成績が優秀な者で、留学を志願する学生は、留学する３ヶ月前までに教務

委員会が定める留学申請書により、交流協定校で履修する科目のシラバスを添え、校長に

留学の許可を申請しなければならない。 

２ 交流協定校で履修する科目に実験・実習や卒業研究に関する科目がある場合は、前項の

申請書に教務委員会が定める実験（研究）計画書を加え、校長に留学の許可を申請しなけ

ればならない。 

（留学の許可） 

第４条 前条の申請があったときは、校長は、教務委員会の議を経て、交流協定校に依頼し、

その了解を得て教務委員会が定める留学許可書により、これを許可する。 

（留学期間） 

第５条 交流協定校へ留学する学生（以下「派遣留学生」という。）の留学期間は、学術交

流協定に定めるところによる。 

（出席） 

第６条 派遣留学生としての留学期間は、本校に在学し、出席したものとみなす。 

（留学報告書等の提出） 

第７条 派遣留学生は、留学期間が満了したときは、直ちに（帰国の日から１月以内）に教

務委員会が定める留学報告書及び交流協定校が交付する学業成績証明書等を提出しなけ

ればならない。 



 

（講義に関する単位の認定） 

第８条 派遣留学生が交流協定校で修得した講義に関する単位は、学業成績証明書により、

教務委員会の議に基づき、６０単位を限度として、本校において履修したものと認定する。 

２ 派遣留学生の留学期間中に履修する科目の授業時間が、協定交流校で科目を修得する

要件に満たないとされる場合は、教務委員会が定める授業報告書及び必要がある場合は

本校の教科担当科で定める方法により、本校の教科担当科において評価を行い、教務委員

会の議に基づき、６０単位を限度として、本校において履修したものと認定する。 

（実験・実習に関する単位の認定） 

第９条 派遣留学生が交流協定校で行った実験・実習に関する単位は、学業成績証明書、教

務委員会が定める実験報告書及び必要がある場合は本校の所属学科で定める方法により、

本校の所属学科において評価を行い、教務委員会の議に基づき、本校において履修したも

のと認定する。 

２ 前項における単位の認定は、第８条及び第１０条において認定する単位を含み、６０単

位を限度とする。 

３ 本校における指導教員は、交流協定校での指導教員との連絡を密にするとともに、派遣

留学生に対し、実験終了後、実験報告書を提出させる。 

（卒業研究に関する単位の認定） 

第１０条 派遣留学生が交流協定校で行った卒業研究に関する単位は、教務委員会が定め

る研究経過報告書、本校での卒業研究の成果発表及び必要がある場合は本校の所属学科

で定める方法により、本校の所属学科において評価を行い、教務委員会の議に基づき、本

校において履修したものと認定する。 

２ 前項における単位の認定は、第８条及び第９条において認定する単位を含み、６０単位

を限度とする。 

３ 本校における指導教員は、交流協定校での指導教員との連絡を密にするとともに、派遣

留学生に対し、定期的に研究経過報告書を提出させる。 

（単位の認定の上限） 

第１１条 第８条から第１０条において認定する単位数は、学生が他の高等専門学校及び

それ以外の教育施設等において履修した授業科目について修得した単位を合わせて６０

単位を超えないものとする。 

（授業料の納付） 

第１２条 派遣留学生は、本校の学生としての授業料を本校に納付するものとする。 

（留学許可の取消し） 

第１３条 校長は、派遣留学生が次の各号のいずれかに該当するときは、交流協定校と協議

の上、留学の許可を取消すことができる。 

一 派遣留学生から教務委員会が定める留学許可取消願が提出され、やむを得ない事情

であると認められるとき。 

二 履修の見込みがないと認められるとき。 



 

三 派遣留学生が、受け入れられた交流協定校の規則等に違反し、又はその本分に反する

行為があると認められるとき。 

四 その他留学の趣旨に反する行為が認められるとき。 

２ 校長は、前項の取消しを行おうとするときは、あらかじめ教務委員会、必要な場合には

厚生補導委員会の意見を聞くものとする。 

（その他） 

第１４条 この要項の定めによりがたい場合は、教務委員会の議を経て、校長が定める。 

 

 

附 則 

この要項は、平成２６年６月２５日から施行する。 

附 則 

この要項は、令和３年３月１日から施行する。 

 



 

 

学科主任印 学級担任印 

 

 

 

 

 

留 学 申 請 書 

 

令和  年  月  日 

和歌山工業高等専門学校長 殿 

申請者 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏     名（自署）            

 

保護者等氏名（自署）            

 

私は、下記により交流協定校に留学をしたいので、ご許可くださるよう保護者等連署の

うえ申請いたします。 

記 

 

留学先国名  

交流協定校名  

交流協定校での所属学科  

留学期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

留学先における本人住所 
 

留学理由 

 

交流協定校で履修する 

科目名 

 

※ シラバスを添付 

 

その他特記事項 

 

 



 

授業報告書 

Lesson Report 

 

National Institute of Technology, Wakayama College 

 

Course Title                       Student Name                 
 
日 
Date 

授業時間 
Lesson Hours 

授業概要 
Lesson Description 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

I have checked the contents of the Lesson. 

Date    /   /    

Teacher Name               

Signature                 

  



 

 

実験（研究）計画書 

 

令和  年  月  日 

 

和歌山工業高等専門学校長 殿 

 

申請者 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏  名（自署）              

 

次のとおり実験（研究）計画書を提出いたします。 

 

本校指導教員 

役職氏名 
 

本校の指導教員との連携

方法 

 

その他特記事項  

 

 

交流協定校指導教員 

役職氏名 

 

専門分野 
 

担当科目 
 

その他特記事項  

学科主任印 

 

 

１／２ 



 

 

  

実験（研究）のテーマ 

 

これまでの実験（研究）の

概要 

 

留学先での実験（研究）の

方法及びスケジュール 

 

２／２ 



 

学科主任印 指導教員印 

 

 

 

 

 

実 験 報 告 書 

 

 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏  名（自署）              

 

次のとおり実験報告書を提出いたします。 

 

実験のテーマ 

 

交流協定校指導教員 

役職氏名 

 

実験期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

実験レポート 

別紙のとおり 

 

※ 実験レポートを添付のこと 

 

 



 

研究経過報告書 

Research Progress Report 

 

National Institute of Technology, Wakayama College 

 

Month/Year        /             Student Name                 
 
日 
Date 

研究時間 
Research Hours 

研究概要 
Summary of Research 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

I have checked the progress of the research in the month. 

Date    /   /    

Teacher Name               

Signature                 

 

 After recording the monthly research progress and receiving the signature of the advisor of the 

exchange institute, this report is to be submitted to the advisor of NIT Wakayama College, by the 

tenth of the following month by either FAX or scanned email attachment. 

  

この用紙は、１ヶ月間の研究状況について交流協定校の指導教員のサインを受領のうえ、翌月１０日までに

和歌山高専の指導教員宛に FAX又はメール（適宜スキャン）してください。 



 

 

留 学 許 可 書 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏    名                

 

令和  年  月  日付けで申請のあった交流協定校への留学について、下記の 

とおり許可します。 

 

記 

 

留学先国名 
 

 

交流協定校名 
 

 

留学期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

留学許可理由  

 

 

令和  年  月  日 

 

和歌山工業高等専門学校長 

  



 

学科主任印 学級担任印 

 

 

 

 

 

留 学 報 告 書 

 

令和  年  月  日 

 

和歌山工業高等専門学校長 殿 

 

 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏  名（自署）              

 

 

私は、下記により留学し、帰国しましたので報告いたします。 

 

 

記 

 

 

留学先国名 
 

交流協定校名 
 

留学期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

帰国年月日 令和  年  月  日 

その他特記事項 

 

 

  



 

学科主任印 学級担任印 

 

 

 

 

 

留 学 許 可 取 消 願 

 

令和  年  月  日 

 

和歌山工業高等専門学校長 殿 

 

 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏     名（自署）             

 

保護者等氏名（自署）            

 

 

私は、下記の事由により留学許可の取り消しをお願いしたいので、ご許可くださるよう

保護者等連署のうえ、お願いいたします。 

 

記 

 

留学先国名  

交流協定校名  

交流協定校での所属学科  

留学期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

留学先における本人住所 
 

留学を取り消す事由 

 

  



 

 

留 学 許 可 取 消 通 知 書 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

学籍番号            

 

       学科  第  学年 

 

氏    名                

 

令和  年  月  日付けで許可した留学については、下記理由により留学の許可を取り

消すので通知します。 

 

記 

 

取消年月日  令和  年  月  日 

取消の理由 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

和歌山工業高等専門学校長 

 

 


